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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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会
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福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
二
条
の
二
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
職
員
は
、
」
の
下
に
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
島

県
条
例
第
四
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
介
護
時
間
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」

に
改
め
、
「
当
該
承
認
に
係
る
」
の
下
に
「
介
護
時
間
又
は
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第

六
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
配
偶
者
同
行

休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

第
二
条

条
例
第
六
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の

期
間
の
延
長
後
の
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
に
係
る
配
偶
者
（
条
例
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
を
い
う
。
）
の
条
例
第
四
条
第
一
号
の
外
国
で
の
勤
務
が
同
日
後

も
引
き
続
く
こ
と
と
な
り
、
及
び
そ
の
引
き
続
く
こ
と
が
当
該
延
長
の
請
求
時
に
は
確
定
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
事
情
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
事
情
の
認
定
の
申
請
は
、
配
偶
者
同

行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
に
係
る
請
求
に
関
す
る
書
類
の
写
し
そ
の
他
認
定
を
受
け
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し
た
文
書
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
三
条

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

人
事
委
員
会
事
務
局

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
局
長
の
専
決
事
項
の
欄
中
第
五
十
八
号
を
第
五
十
九
号
と
し
、
第
五
十
二
号
か
ら
第

五
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
二

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
事
情
の
認
定

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）
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